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資料２ 
 

令和３年度介護報酬改定等について 

 

 

・介護報酬算定に係る基準等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４   

 

・事業の人員、設備及び運営に関する基準等について・・・・・・・・・・・・２５～２６   

 

・令和３年度介護報酬改定における改定事項について・・・・・・・・・・・２７～１２１ 

 

 

 

 

※参考（厚生労働省ホームページ）： 

  令和３年度介護報酬改定について 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html 

  介護保険最新情報掲載ページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei

sha/index_00010.html 
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介護報酬算定に係る基準等について 

 

 介護報酬の算定に当たっては、以下に示す基準等を確認する必要があります。 

 

1. 基準本文（報酬単位、加算等の算定要件など） 

 

・指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準 

 （H12.2.10 厚生省告示第 21 号） 

・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

 （H18.3.14 厚生労働省告示第 126 号） 

 

2. 別に定める基準（基準本文中、「厚生労働大臣が定める基準」等として、内容 

の一部を別に制定） 

 

・厚生労働大臣が定める１単位の単価 

（H27.3.23 厚生労働省告示第 93 号） 

・厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等 

（H27.3.23 厚生労働省告示第 94 号） 

・厚生労働大臣が定める基準 

（H27.3.23 厚生労働省告示第 95 号） 

・厚生労働大臣が定める施設基準 

（H27.3.23 厚生労働省告示第 96 号） 

 

3. 留意事項通知（基準の解釈等の詳細を示したもの） 

 

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及

び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用

の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 

 （H12.3.8 老企第 40 号） 

・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密

着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施

上の留意事項について 

 （H18.3.31 老計発第 0331005 号・老振発第 0331005 号・老老発第 0331018 号） 

 

4. 関連する告示・通知等（関連する告示、通知、事務連絡等） 

 

5. 介護報酬 Q&A  （基準、留意事項通知等の疑義内容について QA 方式で示したも

の） 



25 
 

事業の人員、設備及び運営に関する基準等について 

 

 事業の実施に当たっては、以下に示す基準等を満たす必要があります。 

 

1. 基準省令（事業目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたもの） 

 

・指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 

 （H11.3.31 厚生省令第 39 号） 

・介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 

 （H11.3.31 厚生省令第 40 号） 

・健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 83 号）附則第 130 条の

２第 1 項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療

施設の人員、設備及び運営に関する基準 

 （H11.3.31 厚生省令第 41 号） 

・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 

 （H18.3.14 厚生労働省令第 34 号） 

 

2. 寝屋川市条例（基準省令等に従い、条例として定めた基準等） 

 

・寝屋川市指定居宅サービス事業者等の指定並びに指定居宅サービス等の事業等

の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例 

（H30.12.26 寝屋川市条例第 55 号） 

 

3. 解釈通知（基準省令の解釈等の詳細を示したもの） 

 

・指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について 

 （H12.3.17 老企第 43 号） 

・介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について 

 （H12.3.17 老企第 44 号） 

・健康保険法等の一部を改正する法律附則第 130 条の２第 1 項の規定によりなお

その効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営

に関する基準について 

 （H12.3.17 老企第 45 号） 

・指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準に

ついて 

 （H18.3.31 老計発第 0331004 号・老振発第 0331004 号・老老発第 0331017 号） 
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4. 関連する告示・通知等（関連する告示、通知、事務連絡等） 

 

5. 指定基準 Q&A  （基準省令、解釈通知等の疑義内容について QA 方式で示したも

の） 




































































































